
金
融
商
品
取
引
法
に
基
づ
く

内
部
統
制
報
告
制
度
の
概
要

 
 
 
 
 
 
 

平
成
１
９
年
９
月
４
日

資
料
１
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1

金
融
商
品
取
引
法
に
基
づ
く
内
部
統
制
報
告
制
度
の
概
要

○
上
場
会
社
は
、

－
事
業
年
度
ご
と
に

－
当
該
会
社
の
属
す
る
企
業
集
団
及
び
当
該
会
社
の

－
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
情
報
（財
務
報
告
）の

－
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
（内
部
統
制
）に
つ
い
て

－
評
価
し
た
報
告
書
（内
部
統
制
報
告
書
）を

－
有
価
証
券
報
告
書
と
併
せ
て
提
出

○
内
部
統
制
報
告
書
に
は
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

○
内
部
統
制
報
告
書
は
、
提
出
日
か
ら
５
年
間
公
衆
縦
覧
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財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
の
整
備

  
　
昨
今
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
を
め
ぐ
る
不
適
切
事
例

　
　
  
 　
　
　
 →
　
財
務
報
告
に
係
る
企
業
の
内
部
統
制
が
有
効
に
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念

　
　
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
部
統
制
の
整
備
の
必
要
性

  
  
 ・
　
　
米
国
で
は
、
企
業
改
革
法
（サ
ー
ベ
イ
ン
ズ
＝
オ
ク
ス
リ
ー
法
）に
よ
り
、
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
に
つ

  
  
  
 　
い
て
、
経
営
者
に
よ
る
評
価
と
公
認
会
計
士
に
よ
る
監
査
を
義
務
付
け

　
　
　
　
  
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
韓
国
等
で
も
、
同
様
の
制
度
を
導
入

　 　
　
 ・
  
  
我
が
国
で
は
、
１
６
年
３
月
期
か
ら
経
営
者
確
認
制
度
を
任
意
で
導
入
（三
百
数
十
社
が
確
認
書
を
提
出
）

　
　
　
　
金
融
商
品
取
引
法
（平
成
１
８
年
６
月
７
日
成
立
）　
～
平
成
２
０
年
４
月
１
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用

　
　
　
　
　
上
場
会
社
を
対
象
に
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
の
「評
価
」と
「監
査
」
を
義
務
付
け
(内
部
統
制
報
告
制
度
）

  
  
  
  
 　
併
せ
て
、
有
価
証
券
報
告
書
等
の
適
正
性
に
つ
い
て
、
経
営
者
の
確
認
を
義
務
付
け
（確
認
書
制
度
）

  
　
　
　
企
業
会
計
審
議
会

  
  
  
  
  
  
「財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
の
評
価
及
び
監
査
の
基
準
並
び
に
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
の
評
価

　
　
　
　
及
び
監
査
に
関
す
る
実
施
基
準
の
設
定
に
つ
い
て
」（
平
成
１
９
年
２
月
１
５
日
）

　 　
　
　
　
　
内
部
統
制
の
評
価
及
び
監
査
に
係
る
基
準
並
び
に
よ
り
詳
細
な
実
務
上
の
指
針
（実
施
基
準
）の
公
表

 2
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（
内
部
統
制
報
告
書
）

（
内
部
統
制
監
査
報
告
書
）

○
 業
務
プ
ロ
セ
ス
レ
ベ
ル

内
部
統
制
の
構
築

経
営
者
の
報
告
に
対
す
る

監
査
人
の
意
見
表
明

 
財
務
報
告
に
係
る

 
 
内
部
統
制
の
評
価
の
検
討

○
 全
社
レ
ベ
ル

○
 業
務
プ
ロ
セ
ス
レ
ベ
ル

財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
の
評
価
及
び
監
査
の
流
れ

財
務
報
告
に
係
る

 
 
 
 
財
務
報
告
に
係
る

 
 
 
 
 
内
部
統
制
の
評
価

経
営
者
に
よ
る

監
査
人
に
よ
る

内
部
統
制
の
構
築

財
務
報
告
に
係
る

内
部
統
制
の
監
査

内
部
統
制
の
評
価

経
営
者
に
よ
る

経
営
者
に
よ
る
開
示

○
 
業
務
プ
ロ
セ
ス
レ
ベ
ル

○
 
全
社
レ
ベ
ル

○
 全
社
レ
ベ
ル

 3
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4

内
部
統
制
の
目
的

○
業
務
の
有
効
性
及
び
効
率
性

○
資
産
の
保
全

○
事
業
活
動
に
関
わ
る
法
令
等
の
遵
守

○
財
務
報
告
の
信
頼
性

金
融
商
品
取
引
法

会
社
法
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5

ガ
バ
ナ
ン
ス
と
内
部
統
制

（注
）
は
、
内
部
統
制
の
流
れ
を
示
す
。

は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
流
れ
を
示
す
。

株
主
総
会

監
査
役
（監
査
委
員
会
）

会
計
監
査
人

代
表
取
締
役
等
（経
営
者
）⇒
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
整
備

会
社
、
企
業
集
団
（経
営
者
・従
業
員
に
よ
る
業
務
執
行
）

・内
部
通
報
制
度

・外
部
か
ら
の
通
報

取
締
役
会

⇒
内
部
統
制
の
基
本
方
針
の
決
定

事
業
報
告
書
で
開
示

（大
会
社
に
つ
い
て
会
社
法
で
義
務
づ
け
）

ガ
バ
ナ
ン
ス

内
部
統
制
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6

財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
の
評
価
及
び
監
査
の
基
準
並
び
に
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
の
評
価
及
び
監
査
に
関
す
る
実
施
基
準
の
設
定
に
つ
い
て

（
平
成
19
年
２
月
15
日

企
業
会
計
審
議
会
）
（
抜
粋
）

Ⅰ
．
内
部
統
制
の
基
本
的
枠
組
み

 
 
２
．
内
部
統
制
の
基
本
的
要
素

 
 
（４
）情
報
と
伝
達

情
報
と
伝
達
と
は
、
必
要
な
情
報
が
識
別
、
把
握
及
び
処
理
さ
れ
、
組
織
内
外
及
び
関
係
者
相
互
に
正
し
く
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
い
う
。
組
織
内
の
す
べ
て
の

者
が
各
々
の
職
務
の
遂
行
に
必
要
と
す
る
情
報
は
、
適
時
か
つ
適
切
に
、
識
別
、
把
握
、
処
理
及
び
伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
必
要
な
情
報
が
伝
達
さ
れ
る
だ
け

で
な
く
、
そ
れ
が
受
け
手
に
正
し
く
理
解
さ
れ
、
そ
の
情
報
を
必
要
と
す
る
組
織
内
の
す
べ
て
の
者
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
①

情
報
の
識
別
・把
握
・処
理
 
 

(略
)

②
情
報
の
伝
達

組
織
に
お
い
て
は
、
識
別
、
把
握
、
処
理
さ
れ
た
情
報
が
組
織
内
又
は
組
織
外
に
適
切
に
伝
達
さ
れ
る
仕
組
み
を
整
備
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
組
織
内
に
お
い
て
は
、
例

え
ば
、
経
営
者
の
方
針
は
組
織
内
の
す
べ
て
の
者
に
適
時
か
つ
適
切
に
伝
達
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
不
正
又
は
誤
謬
等
の
発
生
に
関
す
る
情
報
な
ど
内
部
統
制
に
関

す
る
重
要
な
情
報
が
、
経
営
者
及
び
組
織
内
の
適
切
な
管
理
者
に
適
時
か
つ
適
切
に
伝
達
さ
れ
る
仕
組
み
を
整
備
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

一
方
、
情
報
は
組
織
外
に
対
し
て
適
切
に
伝
達
又
は
報
告
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
例
え
ば
、
株
主
、
監
督
機
関
そ
の
他
の
外
部
の
関
係
者
に
対
す
る
報
告
や
開
示
等
に
お

い
て
、
適
正
に
情
報
を
提
供
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
不
正
又
は
誤
謬
等
の
重
要
な
情
報
は
、
取
引
先
等
の
関
係
者
を
通
じ
て
、
組
織
の
外
部
か
ら
提
供
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
た
め
、
情
報
を
組
織
の
外
部
に
伝
達
又
は
報
告
す
る
仕
組
み
だ
け
で
な
く
、
組
織
の
外
部
か
ら
の
情
報
を
入
手
す
る
た
め
の
仕
組
み
も
整
備
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

③
内
部
通
報
制
度
な
ど

組
織
に
お
い
て
は
、
通
常
の
伝
達
経
路
で
は
な
い
も
の
の
、
組
織
の
情
報
と
伝
達
及
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
仕
組
み
の
一
つ
と
し
て
、
内
部
通
報
制
度
を
設
け
る
場
合
が
あ
る
。

内
部
通
報
制
度
は
、
法
令
等
の
遵
守
等
を
は
じ
め
と
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
組
織
の
す
べ
て
の
構
成
員
か
ら
、
経
営
者
、
取
締
役
会
、
監
査
役
又
は
監
査
委
員
会
、
場
合
に
よ

っ
て
は
弁
護
士
等
の
外
部
の
窓
口
に
直
接
、
情
報
を
伝
達
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
内
部
通
報
制
度
を
導
入
す
る
場
合
、
経
営
者
は
、
内
部
通
報
制
度
を
有
効
に
機

能
さ
せ
る
た
め
に
、
通
報
者
を
保
護
す
る
仕
組
み
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
是
正
措
置
等
を
取
る
た
め
の
方
針
及
び
手
続
を
整
備
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

  
ま
た
、
組
織
外
部
の
者
か
ら
内
部
統
制
に
関
す
る
情
報
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
情
報
が
寄
せ
ら
れ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
に
つ
い
て

の
方
針
及
び
手
続
を
定
め
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

④
他
の
基
本
的
要
素
と
の
関
係
 
 
（略
）
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7

評
価
・監
査
の
コ
ス
ト
負
担
が
過
大
と
な
ら
な
い
た
め
の
方
策

１
．
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
リ
ス
ク
・
ア
プ
ロ
ー
チ

全
社
的
な
内
部
統
制
の
評
価
を
踏
ま
え
て
、
重
大
な
虚
偽
の
表
示
に
つ
な
が
る
リ
ス
ク
に
着
眼
し
て
、
必

要
な
範
囲
で
業
務
プ
ロ
セ
ス
に
係
る
内
部
統
制
を
評
価

（
注
）
実
施
基
準
で
は
、
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
絞
り
込
み
の
指
針
を
提
示

２
．
内
部
統
制
の
不
備
の
区
分

内
部
統
制
の
不
備
を
「
重
要
な
欠
陥
」
と
「
不
備
」
の
２
つ
の
区
分
に
簡
素
化
（
米
国
で
は
３
つ
（
「
重

大
な
欠
陥
」
、
「
重
大
な
不
備
」
、
「
軽
微
な
不
備
」
）
に
区
分
）

（
注
）
実
施
基
準
で
は
、
「
重
要
な
欠
陥
」
の
判
断
基
準
を
提
示

３
．
ダ
イ
レ
ク
ト
・
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
直
接
報
告
業
務
）
の
不
採
用

監
査
人
は
、
経
営
者
が
実
施
し
た
内
部
統
制
の
評
価
に
つ
い
て
監
査
を
実
施

４
．
内
部
統
制
監
査
と
財
務
諸
表
監
査
の
一
体
的
実
施

内
部
統
制
監
査
は
、
財
務
諸
表
監
査
と
同
一
の
監
査
人
が
実
施
。

（
注
）
実
施
基
準
で
は
、
監
査
計
画
を
一
体
的
に
策
定
し
、
監
査
証
拠
は
双
方
で
利
用
す
る
こ
と
を
説
明

５
．
内
部
統
制
監
査
報
告
書
と
財
務
諸
表
監
査
報
告
書
の
一
体
的
作
成

内
部
統
制
監
査
報
告
書
は
、
財
務
諸
表
監
査
報
告
書
と
合
わ
せ
て
記
載
す
る
こ
と
を
原
則

６
．
監
査
人
と
監
査
役
・
内
部
監
査
人
と
の
連
携

監
査
人
は
、
監
査
役
な
ど
と
適
切
に
連
携
し
、
必
要
に
応
じ
、
内
部
監
査
人
の
業
務
等
を
利
用

先
行
し
て
制
度
が
導
入
さ
れ
た
米
国
に
お
け
る
状
況
等
を
検
証
し
・・
・
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